
 

 

令和８年度教育相談員募集案内 

 

                               島根県教育委員会 

 

島根県教育委員会では、令和８年度教育相談員配置事業として教育相談員を下記の要領で募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 応募要件 

   教育相談員配置事業の以下の職務内容を理解し、積極的に取り組む意欲のある者 

   （教職経験がある者又は教育相談業務の経験が３年以上ある者が望ましい） 

   次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

     ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの人 

     イ 島根県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

         ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張とする政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

     エ 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心身耗弱を原因と

するもの以外） 

 

２．勤務地、採用予定人数、職務内容 

   勤 務 校：島根県立浜田高等学校〔定時制・通信制〕（浜田市黒川町３７４９） 

   募集する職種：教育相談員 

   採用予定人数：３名以内 

職 務 内 容：生徒・保護者に対し教育相談等により個別支援を行う等  

 

３．面接日時、会場、任用の決定 

  (1)日時 

     令和８年２月２５日（水） 

       午前１０時３０分～（※） 面接試験（個別面接） 

     ※面接試験の開始時刻は個々に異なります。受付締切後、提出された書類による選考を実

施し、その結果面接の実施の可否について、本人宛に通知します。 

     (2)会場 

     浜田市黒川町３７４９  島根県立浜田高等学校 全日制校舎 校長室 

(3)任用の決定 

    面接を実施した者の中から、県教育委員会が任用者を決定し、令和８年３月中旬に郵送で

通知します。 

  

４．応募手続き 

(1)提出書類 ※提出書類①、②（浜田高校定時制通信制課程ホームページよりダウンロード可） 

   ①応募票（別紙様式１）   １部 

  ②履歴書（別紙様式２）   １部 

     ※顔写真は、申込日前 6ヶ月以内に撮影した、無帽、背景なしのもので、裏面に氏名を記

入し、はがれないようにしっかり貼ってください。 

  ③返信用封筒（角形３号に宛名を記載し、１１０円切手を貼付したもの） １通 

   ※任用選考結果通知用 

   (2)書類提出先・問合せ先 

     〒697-8789 島根県浜田市黒川町３７４９ 

            島根県立浜田高等学校〔定時制・通信制〕 TEL 0855-22-0187 

■受 付 期 間  令和８年１月２６日（月）～令和５年２月９日（月）午後５時００分 必着 

         ※郵送による場合は、２月９日（月）必着 

         受付時間は、午前８時３０分～午後５時００分 

         （但し土日・祝日を除く） 

■面 接 日  令和８年２月２５日（水） 

         会場 島根県立浜田高等学校 全日制校舎 校長室 

■任用決定通知  令和８年３月中旬 



 

 

   (3)提出期限、方法 

     上記提出書類を、島根県立浜田高等学校に直接持参するか郵送により提出してください。

郵送する場合は、封筒の表に「教育相談員申込」と朱書きし、郵便局で簡易書類郵便にし 

てください。 

          受付は、令和８年１月２６日（月）から令和８年２月９日（月）までの午前８時３０分か 

ら午後５時００分までです。（但し土日・祝日を除きます） 

     郵送による場合は、２月９日（月）必着とします。 

    

５．任用期間 

   原則として、令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   

６．勤務条件等 

    (1)報 酬：１時間当たり１，６４０円（令和７年１２月現在）とする。通勤手当相当分の

第二報酬は別に定める額とする。 

    (2)勤務日数：概ね月２～６日程度（年間約１０ヶ月で合計８０～１４０時間程度） 

１日当たり４時間程度の勤務を基本としつつも、相談のうえ実情等に応じた勤

務形態とする。日曜勤務（月３回程度）をお願いする場合があります。 

      (3)福 利：健康保険、厚生年金保険、雇用保険等（加入要件を満たす場合に加入します） 

 

７． その他 

・応募に際しての提出書類は、島根県において責任を持って破棄しますので、返却しません。 

・応募に際して島根県が収集した個人情報は、採用試験以外には使用しません。 

・面接時には、本人であることを確認できるもの（運転免許証等）をご持参ください。 

・試験の結果については、島根県個人情報保護条例第２２条の規定により、口頭による開示の請求を 

することができます。口頭による開示の請求は、受験者本人（代理人は不可）が「顔写真付きの身

分証明書」（注）を持参の上、下記開示場所で行ってください。（電話は不可） 

  （注）「顔写真付きの身分証明書」の例：運転免許証、学生証、旅券等 

 

 

 

 

 

 

 

 

開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

受験者本人 

（棄権者を除く） 
得点及び順位 

任用選考結果通知発送の

日から１ヶ月間 

島根県立浜田高等学校 

定時制通信制校舎 


